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本研究は、ストック活用とバリアフリーの観薫から全国の管理主体で進められている既存集合住宅へのエレベーターの設置事業の内
容とその取り組みを調べている。今後、全体の半数以上の管理主体が階段室バリアフリー型エレベーター設置に前向きな姿勢を見せて
いた。また、住宅ストックの活用は単に建設コストや技術の問題だけではなく住民合意という側面がある。今後、住宅ストックの活用
を推進するためにも、改修後の家賃や共益費など取扱いについて、居住者負担も含めより慎重な議論が必要である。
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1.研究の背景と目的

現在、住宅のバリアフリーの観点から既存の集合住宅

にエレベーター(以下EVとする)を設置する事業が進

められている。EVの設置は特に中層集合住宅が対象と

なるが、それは主として階段室型住棟と片廊下型住棟に

大別される。そして、EV設置において特に問題となる

のは階段室型の住棟である。片廊下型住棟の場合、EV

の設置工事はその設置スペースを確保できれば比較的容

易だといえる。(以下、このEVを片廊下型EVとする)

階段室型住棟は、その構…造的な面よりEVの設置が基

本的に困難であると見なされていた。しかし、中層階段

室型の公営賃貸住宅はその数が最も多く、公営住宅全体

の47.6%に達している。(表1-1)

表1-1公営住宅数(国交省住宅局平成12年度末単位・万戸)

      低層(1・2階)中層階段室型(3～5階)中層廊下型(3～5階)高層(6階～)合計
      戸数52102.72436.92156

      割合24.10%47.60%11.10%17.10%100%

しかも、その多くが昭和40・50年代に建設されているた

め建物の老朽化も指摘されている。

平成11年8月、建設省(現国土交通省)住宅局は、

財団法人ベターリビングを事務局として「階段室型共同

住宅用EV開発提案募集」を行い、その中から15グルー

プによる19の提案が採用された。この提案募集条件は、

既存階段室型住棟の階段室に、それぞれ1基EVを設置

する、また、その設置・維持管理に伴うコストを抑える

ことや可能なかぎりの工期短縮などを前提条件として提

案をもとめている。(以下この設置方法を階段室型EV

とする。〈図1-1、写真1-1>)

この階段室型EV設置形式の主な特徴として、

1)1基あたりの工事費が600万円前後(既設部分解体、

電気設備、外構工事などの付帯工事などは除く)と

髭ヒニ較白勺安但石。

2)原則として住戸内部、階段室の改修を伴わないため、

居住者が入居したままで工事ができる。

3)EV設置工事期間が短い。

などがあげられる。なお、階段室の踊場に乗降口を
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設ける形式で各住戸へは上下半階分の階段歩行が必要と

なっており、この点が大きな問題となっている。
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図1-1階段室型EV設置例
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写真1-1階段室型EV設置例

本研究は、①全国におけるEVの設置実績及び取組み

とその内容を調べ、EV設置に関する管理主体の動向を

調べる。②特に、階段室型住棟に設置される階段室型E

V以外のEV(階段室バリアフリー型EV)に注目しそ

の具体的な内容についての分析・考察を行う。③また、

EV設置に伴って新たに発生する維持管理費・共益費の

費用負担についての分析・考察を行う。④さらに、海外

の事例調査を行うことで、日本のEV設置における新た

な可能性を考察する。以上の4点から、EV設置のあり

方にっいての知見を得る事を目的とするものである。

2.研究の方法

①全国の管理主体(都道府県、市、都市基盤整備公団、

住宅供給公社)に対し、電話によるヒアリング調査を行

った。そのうちEV設置の実績または設置の具体的計画

を持つ71管理主体に対してアンケート調査を行った。ア

ンケート調査の対象を、実際にEV設置の実績もしくは

設置計画をもつ管理主体とすることでより具体的・実践

的な評価を得ることができると判断した。

②また、アンケートの集計にあたっては、2003年度に回

答を得た65管理主体数と、今回、回答を得ていないが

2002年度においてすでに回答を得ている11管理主体と

を合計し、さらに2002年度・2003年度の調査における

アンケート回答の内容が未記入等の5管理主体を除く71

管理主体の回答を有効回答とした。

③さらに、階段室バリアフリー型EV設置事例の全国調

査を行い、管理主体へのヒアリングなど全国10管理主体、

13団地での現地調査を実施した。

3.全国のEV設置状況

EVの設置タイプを、次の三つの種類に分類している。

①階段室型EV

既設階段室型住棟にEVを設置することを目的としたも

ので、一っの階段室にEV1基が設置される。

②片廊下型EV

EVを持たない既設片廊下型住棟にEVを設置するもの

で、階段室型住棟に較べて工事も比較的簡単である。

③階段室バリアフリー型EV

既設階段室型住棟への①以外のタイプのEV設置を言う。

2000年度から階段室型EVの設置がはじまっており、

以後増加の傾向にある。また、階段室型住棟への階段室

バリアフリー型EV設置も2001年度から増加の傾向が

みられる。目本における最初の階段室型EVは、2000年

度に静岡市営安倍口団地で初めて設置された。以後、全

国的に階段室型EVの設置工事が行われている。また、

階段室バリアフリー型EV設置は既設の住戸部分や階段

部分を増築、改修するなどの方法で、住戸からEVまで

の通路に段差を設けず完全なバリアフリー化を目指した

ものである。さらに住棟外部に共用廊下を設けるなど、

様々な方法での設置事例がみられる。(表3-1)

表3-1EV設置年度別実績数(単位:棟)

     年度階段室型巳V片廊下型EV階段室バリアフリー型巳V合計
     19910303

     1992010o葦o

     1993013013

     1994039039

     1995084185

     1996092'092

     1997088088

     1998015フ0157

     199901660166

     2000171720189

     2001501935248

     2G◎24813712197

     20033215653

     不明0606

     合計1471175241346

4.EV設置の決定要因

管理主体がEV設置を決定した最も大きな要因として

「国の公営住宅ストック総合活用計画に基づいて」と「バ

リアフリー対策の一環として」をあげており、「住民から

の要望」や「国からの資金助成」と大きくその差が開いて

いる。このことは、国の施策であるストック活用と高齢

化社会に入りバリアフリー化の流れの中で、公営住宅に

もEVの設置が必要であることを管理主体自身が認識し

ているからだといえる。(表4-1)

具体的なEV設置にあたっては、既存住棟の敷地条件
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表4-1EV設置にあたっての最も大きな決定要因
   選択項黛回答数割合

   国の公営住宅ストック総合活用計画に基づいて1825.4%

   バリアフリー対策の一環として1723.9覧

   住民からの要望があったため8月.3%

   国やその他公共機関の資金補助を得ることができる45,6覧

   空住戸の解消を目的として11.4%

   議員もしくは議会からの要望があったため雀1.4%

   EVが設置しやすい建物だったため11.4%

   EVが設置しやすい立地条件が備わっていたため00.0%

   その他57.0%

   無回答13て8.3覧

   合計71100.0%

討したことがある管理主体は23管理主体で、全体の

35.4%であった。そのうち実際に階段室バリアフリー型

EVの設置を実施したのは8管理主体で、設置を検討し

た管理主体のうちの35%にとどまっている。(図5-1)

口は、

 團し、え

ロ無回答

図5-1階段室バリアフリー型EV設置検討の有無

や住民合意など様々な要因に影響されると考えられる。

次に、EV設置に対しての決定要因を複数回答で調査

した。結果として、「バリアフリー対策の一環として」が

67,6%と最も多く、「国の公営住宅ストック総合活用計画

に基づいて」は49.3%で順位が逆転し、しかもその差が

開くこととなった。管理主体は、既存住宅に対するEV

設置の意義は、まず「バリアフリー化」であり、それを推

進する施策として「ストック総合活用」を位置づけている。

また、「EVが設置しやすい建物だったため」が40.8%と

なっている。このことは、裏返せば既存建物の敷地条件

や建物躯体構造などの理由によって、EV設置が困難な

住棟もあることがうかがえる。(表4-2)

表4-2EV設置にあたっての決定要因(複数回答)

   、選択項目,回答数割合
   バリアフリー対策の一環として4867.6%

   国またぱその他公共機関の資金補助を得ることができるから4766.2騰
   EVが設置しやすい立地条件が備わっていたため3650.7%
   国の公営住宅ストック総含活用計画に基づいて3549.3%

   EVが設置しやすい建物だったため2940.8%

   住民からの要塑があったため2231.0脇

   議員もしくは議会からの要望があったため1521.1%

   空住戸の解消を目的として79.9鶉

   その他1216.9%

   無回答1318.3%

   母数71

5.階段室型住棟への階段室バリアフリー型EV設置

階段室バリアフリー型EV設置は、階段室型住棟に対

して完全なバリアフリー化を目指すものであり、その設

置は増加の傾向にあるとはいえ、まだその数は少ない。

ここでは、管理主体の階段室バリアフリー型EV設置へ

の取組みを調べた。階段室バリアフリー型EV設置を検

実施にいたらなかった主な理由として、「工事費が高

くなるため」が最も多く全体の47%、「工期が長くなる」

が33%、「住民の長期の一時移転が必要」33%などが上げ

られている。(図5-2)
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図5-2階段室バリアフリー型EVを断念した理由(複数回答)

階段室バリアフリー型EV設置の最も大きなメリッ

トとして、「完全なバリアフリー化に対応している」が

26.2%、階段室型EVと較べて「EVの設置基数が少な

い」が12.3%と続いた。ただ、無回答が30管理主体と全

体の半数近くにのぼっている。反対に、デメリットの具

体的な内容として、「工事費が高すぎる」が最も多く

27.7%の管理主体がそう感じている。また、ここでも全

体の55%を超える管理主体が無回答であった。(図5-3)

以上を勘案すると、管理主体は、階段室バリアフリー型

EVは「バリアフリー化」に対応しており、その設置を推

進したいが「割高な工事費用」が障害となっていることが

課題とている。また、無回答であった管理主体がそれぞ

れ半数に及んでいる理由として、それぞれの管理主体に

おいて階段室バリアフリー型EVの認知度がまだ低いこ

とが考えられる。このことは、EV設置に際して階段室

バリアフリー型EV設置を検討していない管理主体が半

数近くあることからも推察できる。

今後の階段室バリアフリー型EV設置については、

「階段室型住棟へのEV設置として有効1と回答した管理
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主体が6.2%、そして、最も多かった「問題はあるが、今

後前向きに検討したい」とした管理主体が26,2%、次に

「検討の余地はある」の21.5%とを合計すると、全体の半

数以上の管理主体が階段室バリアフリー型EV設置に対

して前向きな姿勢を見せているといえる。
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6.階段室バリアフリー型EV設置現地調査

6.1A管理主体0団地R33棟(図・写真6-1)

平成12年度末における管理住宅は約24,000戸で、竣

工年代別でみると昭和50年をピークとして50年代前半

に多く建設されている。平成12年度に作成された「スト

ック総合活用計画」では、トータルリモデル事業の対象と

なる団地が選定されており、その主な選定条件として「年

次条件」があり、昭和36年から昭和52年に建設された住

棟でトータルリモデル事業を実施完了後の耐用年数が

30年以上残るものとしている。また、その場合、4階以

上の住棟にあってはEVを設置することなどが定められ

ている。

O団地は、昭和42年から55年にかけて建設された5

つの住棟を持つ団地である。そのうち昭和55年建設の

R35・R36棟は平成15年度に個別改善が行われている。

トータルリモデル事業の対象となったのはR31・R32・

R33・R34棟で、昭和47・48年に建設された住棟であり、

すべて平成13年度に改修工事が行われている。団地全体

の住戸数は6棟で計210戸となっている。

実施されたトータルリモデル事業の概要は、①住戸部

分の居住性向上:内装、設備、ユニットバスの更新②住

戸部分の高齢者対応:段差解消、手摺設置③共用部分の

高齢者対応:階段、廊下手摺設置、EV設置(1基/棟)

③共用部の安全性確保:共用階段・廊下新設、外壁改善

④共用部のその他工事:新省エネ基準対応、物置改善⑤

屋外外構の高齢者対応:スロープ新設などである。

この事業において住戸面積の拡張、1階住戸の一部を

倉庫に改修するなどで、住戸数はR33・R34棟では従前の

1棟あたり40戸から28戸へと減少している。

具体的な改修工事の概要は、共有廊下を設けEVが1

基(9人乗)設置された。新しく設けられた共用廊下は

RC造で、既存住棟と一体のものとして構造設計がなされ

ている。また、工事に際しては、事前に住民全員を対象

とした説明会が2回実施されている。1回目に行われた

説明会の主な内容として、①工事概要とその改修時期②

改修後の家賃についての説明③住民の意向調査(間取り

等の意見)などで、2回目の説明会では①承諾書の回収

②1回目の説明会での意向調査結果の発表がなされた。

また、工事に反対の立場をとる居住者に対しては、既存

の他の住棟へ優先的に移転することができることとした。

R33棟は、昭和48年に建設された鉄筋コンクリート壁

式構造で階段室型住棟である。EV設置に伴って完全な

バリアフリー化がなされている。既存の階段室は撤去さ

れ、共用廊下への通路に改修されている。新しい住戸の

玄関からはこの通路を通って共用廊下へと進むことがで

きる。そして共用廊下部分EVが設置されている。そし

て、この共用廊下は寒冷地対策として室内化がなされて

いる。また、撤去された既存の階段にかわって新たな外

部階段が2ヶ所設置された。1階住戸についても室内化

されたスロープもしくは階段を利用してのアプローチが

可能となっている。撤去され通路となった既存の階段室

部分は、住戸の前室的役割を果たしており、居住者の自

転車置場などに利用されている

設置前

設置後

且

_____『罫_一

図・写真6-{R33棟

6.2B管理主体H団地11号棟(図・写真6-2)

当該団地は1960年代に建設され、公営住宅約1,600

戸、民間住宅約2,300戸で形成されている。開発当初は
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見晴らしの面などにより上階から入居者が埋まっていっ

た。しかし、初期入居者の高齢化や第二世代の団地離れ

により近年空家が増加してきた。そこで空家解消、戸数

削減のために平成12年既存住宅総合再生計画(ストッ

ク総合活用計画)が策定され、H団地(10～19号棟)が

モデル団地とされた。その事業の目的は、①ストック社

会に対応した住環境の整備:躯体をのこし、内外装のリ

ニューアルおよび住棟アクセスの改善を行うとともに、

ライフサイクルコスト・環境負荷を軽減する。②高齢化

社会に対応した住環境整備:住戸内、屋外空間のバリア

フリー化を図る。特に上層階においても高齢者対応住宅

の供給をするためにEVを設置する。③コミュニティ

ーの活力維持に対応した住環境整備:3戸2化の規模増

改善により、45～75㎡までの多様な住宅規模の住戸を供

給し、若年ファミリーから高齢単身、小家族世帯が定住

できる住宅を供給する。またこれらさまざまな世帯の居

住者ニーズにこたえられるような安全で緑豊かな棟間ス

ペースや広場棟の屋外空間の再整備をする。というもの

である。

11号棟は、1973年に建設された鉄筋コンクリート壁

式構造の5階建て階段室型住棟である。EV設置を含む

全面的改善工事は、工期平成14年3.月から平成14年

10月末で、総工費約3億7200万円(EV設備工事費2600

万円、共用廊下工事費4000万円、その他の工事費3億

600万円)で行われている。改修工事における1戸あた

りの工事費は、総額で1241万円/戸。EV設備、共用

廊下などEV設置に係る工事費は、7600万円で413万

円/戸であった。今回の工事にあたり、4戸3化の住戸

区画の拡張工事が行われており、従前の40戸から30戸

へと住戸数は減少している。主な工事内容は、①住戸内

部改修:型別供給による4戸3化、住戸内のバリアフリ

ー化、1階に車椅子使用者用住戸②外部改修:外断熱、

外部通路等③設備更新:電気、給排水衛生設備、ガス

設備④EV設置:4人乗り2基⑤外構整備:駐車場、

スロープ、自転車置場などとなっている。

具体的な改修工事の概要は、住戸改修と共に、3戸に

1つ共有廊下を設置し、それぞれに4人乗りのEVが1

基設置された。この共有廊下を介して、住戸の玄関とE

Vがフラットに繋がれている。既存の階段室は残されて

おり、この階段室を介しても各住戸へのアプローチが可

能となっている。新しく設けられた共有廊下は鉄骨造で、

既存の住棟とアンカーボルトにより結ばれている。また

1階の共有廊下へは、新しく設けられたスロープにより、

バリアフリー化されている。

管理主体における最も大きな問題点は、家賃の滞納問

題であり、平成8年の公営住宅法改正時に1種、2種の

区別が廃止されたことにより、旧2種の居住者が入居し

てきたことが主な原因であった。また、住み替えは基本

的には認めていないが、障害を持っている居住者で診断

書があり、かつ1階の住戸が空いていれば住み替えを行

っている。今後のEV設置の方向性については、階段室

型EVは半階の昇り降りが相当なデメリットだとみてお

り、採用しない方向である。また、1棟のEVの設置基

数が増えれば設置後のメンテナンス費がかさむため、で

きるだけ設置基数は少なくする方向での事業を展開して

いく予定としている。

匪L虹麹
設置前

__f「L-一一一一一」「L_.一_『「_

運]

旦

設置後

講〆霧懇騨

臨鑑壕灘
麟羅難羅

図・写真6-211号棟
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6.3C管理主体A団地33号棟(図・写真6-3)

A団地は昭和42年～48年にかけて建設された市営と

県営の混合団地で、総戸数は市営1,553戸、県営694戸

でかなり大規模な住宅団地である。市営住宅は5階建て

が37棟で、そのほとんどが階段室型の住棟で、その他

片廊下型が1棟ある。管理主体が管理している住戸数は

1,565戸で、そのうち入居戸数が1,140戸と空家数が425

戸で、1・2階が空くのを待っている待機戸数は34戸と

なっている。(2001年2月現在)

全体の入居者数は2,578名、そのうち65歳以上の入

居者536名で全体の20.8%である。(2002年6月現在)

空家が多い理由としては、①中心部から離れており、

公共交通機関はバスのみと団地への交通が不便である。

②団地全体が老朽化しており、住戸の面積も狭小である

こと。③団地のイメージがよくない(高齢化、犯罪の発

生)。などがあげられている。

33号棟は、1973年の建設で5階建て、EV設置事業

は2003年度に行われた(平成15年8A～平成16年3
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A)。全体の住戸数は一般住戸が48戸で、親子ペアの2

戸と合わせて50戸である。工事に際しては、居住者の

一時移転は行っていない。

工事の概要は、鉄筋コンクリート造の共有廊下を設け

て、その両側に4人乗EVが各1基設置されている。

特徴的なのは、既設の「いってこい」の階段を改修し、

片側部分を平面通路として共用廊下に接続し、もう一方

の階段は、延長されて上階の共用廊下と接続している。

既存の階段を改修することで従来の階段室が有効に利用

されている。ただ、1階住戸へは従来の半階分の階段歩

行のままとなっている。総事業費は、EV設置に係る建

築・電気設備等1億607万円で1住戸あたり212万円と

なっている。

管理主体は、階段室型EVは半階分の昇り降りの点で

バリアフリーに難があり、またEV設置台数の点でメン

テナンス費用をデメリットと考えている。また、EV設

備工事のイニシャルコストとランニングコストを勘案す

ると、15年ほどで階段室バリアフリー型EV設置のほう

が優位となるとも考えている。当該管理主体は全国に先

駆けて階段室型EVを設置したが、今後、階段室型EV

設置の計画はないとしている。現在30、31号棟でEV

設置計画が進行中で、設置方法は34号棟と同じくPC

造で、EVは9人乗を1基設置することを検討している。

鉄筋コンクリート在来工法はPC造より安価ではあるが、

PC造は鉄筋コンクリート造より施工性・安全性が高く、

工事中の騒音なども考慮すると居住しながらの改善工事

が容易だと判断している。ただ、その他EV設置後の住

民評価においてEVや共用廊下を設置したことにより、

採光上暗くなったとの不満が住民からあった。

          設置前

旦

               EVEV

               

               、、、_,一一",一一一ユー:一・..、じ〕〉<:1〔:〉<:.::〉〈.コ

                              設置後

図・写真6-333号棟

耀

今後のEV設置計画として、平成22年までに団地内

の5階建て住棟を対象に全棟の改修(1年に2～3棟)

を予定している。

EV設置における今後の課題として、①EVは1棟1

基に抑えること。②1階のバリアフリー。③より工事費

が安価な方法での設置検討などがあるとしている。

6.4D管理主体S団地26号棟(図・写真6-4)

管理主体の平成16年度における管理戸数は、31,650

戸で、昭和40年代に年間1,500～2,000戸の市営住宅を

建設・供給していた。現在は、建替え中心で年間300戸

弱の建替え更新を行っている。今後の市の方針は建替え

と「全面的改善」・「個別的改善」による改修で住宅整備を

行っていく方針である。建替え予定としている戸数は、

今後10年間で4,000戸を予定しているが、平成13年度

は着工なし、14年度に建替えされたのはわずか1棟のみ

で、財政上この数字の達成は困難だと考えられる。

改修工事については、平成14年度に2団地3棟70戸、

15年度に3団地5棟134戸、16年度に3団地7棟195

戸で、17年度も16年度と同程度の予定である。

なお、現在空家はほとんどなく、空家住宅の応募倍率

は19倍程度とかなり高いものとなっている。S団地は

かなり大規模な団地であり、住戸数は約2,000戸である。

26号棟は、昭和48年に新築された鉄筋コンクリート

5階建iての壁式構造で、平成14年度にEV設置を伴う改

修工事がなされた。その際、住戸改善も行われ住戸数も

従前の40戸から30戸に減じている。EVの設置方法は、

中央部の階段室をEVシャフトとし、9人乗のEV1基

を設けている。既設階段室については住棟両端の階段室

を避難階段として従前のまま利用している。EVから各

住戸へのアプローチは新しく設けられた共用廊下が利用

され、両端の階段へは住戸部分を一部通路として改修し

てその連絡を可能とした。また屋外から1階レベルへの

アプローチには新たに設置されたスロープと両端にある

既設階段によって行われる。工事期間は約6ヶ月で総事

業費2億8000万円(約960万円/戸)である。

また、住戸改善については、住戸区画の変更に伴い設

備も含む全面的な改修工事がなされている。従前はすべ

ての住戸が3DK40戸(41.6㎡)であったが、改修後

はIDK5戸(36.9㎡)、1DK5戸(39.3㎡)、高齢者

向け2DK10戸(55.6㎡)、3DK10戸(64.2㎡)と

なっている。

また、共用廊下は、鉄骨造で工事費は約3000万円で

ある。当初、階段室型EVの設置を計画していたが、住

民からの要望もあって計画を変更し、試作的に現在の方

式が採用された。住戸改善にっいては、建築基準法上の

問題として各階の居室面積の合計が200㎡を超える場合、

共有階段の幅員を1200mm以上にする必要がある。した
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がって、その基準を満足するために、居室面積を調整し

て住戸計画がなされた。

平成15年度に19、23、25号棟は階段室型EV(4人

用3基、3基、5基。工事費約925万円/戸、約880万

円/戸、約875万円/戸)で改修された。

また、平成16年度に17,18,27,28号棟の全面改善を予定

しており、階段室型EVの設置で計画している。管理主

体は、階段室型EVの維持管理費を極力抑えるように考

えている。また、現在の階段室型EVの保守費は約3.7

万円/月で、他の管理主体と較べて割高だと考えている

(2～2.5万円程度)。保守費が月額2万円程度であれば、

コストパフォーマンスはで階段室型EVのほうがいいと

判断している。また、その保守契約にあたっては、維持

管理費を抑えるため、住棟によってEVメーカーが異な

っても保守会社一社で点検できる体制を考えている。

設置前 旦

    。。:]

    o一EV圏一一一一.一一一一z_

    設置後

拶辮響灘魂蕪
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図・写真6-4

渤裟

26号棟

蝿製

管理主体が、階段室バリアフリー型EV設置を進める

大きな理由として、①完全なバリアフリー化をはかるこ

とができる。②EVの設置台数を少なくすることで、E

V保守費を抑えることができる。があげられる。しかし

一方で、階段室バリアフリー型EV設置は工事費が高く

なるため、そのコスト削減が重要だと感じている。また、

階段室バリアフリー型EVと階殺室型EVのイニシャル

コスト(設置工事費)とランニングコスト(EV保守費)

の比較で、ある管理主体は15年が目安で、それを超え

れば階段室バリアフリー型EV設置のコストが階段室型

EVより安くなると試算している。

平成15年度アンケート調査において、階段室型EV

を積極的に推進している管理主体と、階段室バリアフリ

ー型EVを採用している管理主体との2極化がみられた

が、それはまた、大都市部の管理主体と地方都市の管理

主体との2極化としてもあらわれている。つまり、大都

市部の管理主体は階段室型EVの設置を積極的に推進し

ており、階段室バリアフリー型EVの設置事例は現在ま

でのところみられなかった。一方、地方都市の管理主体

においても、階段室型EVを採用している管理主体もあ

るが、階段室バリアフリー型EVは地方都市もしくは衛

星都市で設置されていることがわかった。この理由とし

て考えられるのは、ひとつに地方都市は大都市と較べる

と管理する住宅数が少ないこともあって、工事費が高く

なる階段室バリアフリー型EV設置に対する工事予算の

割り当てが比較的容易であることが予想される。二つ目

の理由として、地方都市の管理主体は住民の情報など地

域の実情を身近に接する機会が多いことが考えられる。

したがって、居住者の要望などが大都市と比較して伝わ

りやすいことが推察できる。

7.海外EV事例調査

7.1デンマーク

1995年に制定された現行の建築基準法は、バリアフリ

ーの原則に基づいている。3階以上の建物建設には2階

以上の各階停止のEV1基を設置することが義務づけら

れている。改築の場合は、設置義務はないものの、建物

へのアクセスは「身体障害者へ最大限の考慮をして」、と

ある。もともと、高層住宅は少なく、首都コペンハーゲ

ン中心部では、5階建てが普通である。

戦前の建物では、いわゆる最高級の住宅にしかEVは

設置されてない。一方、戦後のとりわけ1960年代にい

たって10階から15階の高層住宅が郊外に建設されたが、

当然のことながら、住宅にはEVが設置されている。

日本と同様デンマークでも高齢化が進み、階段が大き

な障害となり、っいには外出を嫌う高齢者が次々と出て

きた。デンマークにおいて、高齢者のケアは重要な公的

サービスであり、市の担当職員が高層階に住む高齢者を

デイセンターまで送迎することは、EVが設置されてい

ない建物では不可能に近い。

自治体は、高齢者に外出に不自由のない住宅(高齢者

住宅)を提供する義務を持っており、EVの設置は自治

体にとって喫緊の課題となっている。

既存の住宅にEVを設置することは、ただでさえ数が足

りない、高額な高齢者住宅を建設することと較べれば廉

価であることからEV設置は経済的な解決策といえる。

EV設置は住宅のバリアフリー化が目的であるから、

住宅内部、および外回りのバリアフリー対策も同時に行

われる。風呂トイレを車椅子が入るサイズに改造し、外
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回りもEVを降りてから、車あるいは公共交通機関まで

車椅子でのアクセスを確保することが多い。バリアフリ

ー対策の実効をあげるためには、点より線で確保する必

要があると考えられているからである。

デンマークにおける主なEV設置基準は、①3階建以

上の新築建築物に設置を義務づけている。②EVサイズ

は幅110cm、奥行140cm以上であること。③EN81注1)

に則っていること、などである。

1)ドマパークン(Dommerparken〈図・写真7-1>)

所在地.Hovmestervej9,2400Copenhagen

非営利住宅協会FSB(FORENINGENS・claltB・hgbygger・)所

有のドマパークンは1960年に建設された5階建て6棟

の269戸の住宅からなっており、建築後30数年を経て、

屋根の劣化から改修が必要となった。もともと大きな屋

根裏があり住民の別室や物置として使われていたが、屋

根の修理とからめて、屋根裏を新たに住宅とすることが

検討された。折から不足していた、高齢者用住宅を屋根

裏に設け、6階の高さに当たる屋根裏住宅に地上から直

行のEVタワーを建て、アクセスビリテイーを確i保した。

そのデザインの斬新さと、通常1階に設ける高齢者住宅

を最上階にもってきたユニークな発想から注目される。

・.____,一一一酬棟一一…一
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図・写真7-1ドマパークン

EVタワー1塔の工事費は、58万デンマーククロー

ネ(1040万円、1Dkr=18円で換算)。高齢者住宅20戸

の工事費は676万デンマーククローネ(1億2170万円)。

高齢者住宅は、自治体によって必要と認められた高齢

者に提供するもので、公的支援金を受けて建設される。

建設主体は非営利住宅協会FSBであるが、EVも含め

て、独立のプロジェクトである。

建i設当初、この高齢者住宅20戸と付随のEVは独立

の支部を形成し、独立採算をとっていた。従って、EV

のメンテナンスも他の住宅と関係なく高齢者住宅の家賃

でまかなわれていたが、現在は既存の支部と合併したた

め、EVの維持管理費は団地の住戸で負担している。

2)ラウリツ・サーンソン(LaurltzSorensensGaard)

事業主体フレデリクスベア住宅財団(民間住宅)

所在地LauritzSorensensVej22,2000Frederlksberg

中庭のある5階建て165戸、1住戸当り3つの居室を

もつ(平均70㎡)中型集合住宅で1924年に建てられた。

築80年を経た建物は屋根をはじめ老化が目立ち、キ

ッチン、バスも時代遅れとなり、リノベーションが必要

となった。建物の全面改修、新しいキッチンとバス、さ

らに物干しに使用されていた屋根裏をペントハウス16

戸として改築された。ここへのアクセスとしてEV8基

が中庭側に取り付けられた。(図・写真7-2、7-3)

当初EVは、ペントハウス階のみに利用する案であっ

たが、各階に止まる利点を考え、変更された。この結果、

EVは全体の約半数の住戸が利用できるものとなった。

EV設置工事費はペントハウスの建設費(家賃)と、事

業主体の資金でまかなわれた。ただ、EV設置工事の前

から居住している住民には、EV設置による家賃の上昇

はない。しかし今後、EVが使用できる住宅に入退去が

出た場合は、新しい入居者に対しその分家賃を上げる予

定で、EVの利用ができない住宅との家賃差が発生する。
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図・写真7-2
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図・写真7-3ラウリツ・サーンソン

癒
く

総
,.

総工事費4230万デンマーククローネ(7億5千万円)。

そのうち、EV8基が1339万デンマーククローネ(2
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億4千万円)、EV乗降口に設置されたバルコニーの建

設費は295万デンマーククローネ(5千万円)で、残額

が屋根裏を改築した住宅建設の費用である。

全体の工事期間は約20カ月で、EVは新しく設けら

れた裏口に面するバルコニーに接続する形で設置された。

また、設備の更新にはプレハブの風呂場ユニットをクレ

ーンで屋根から入れる方式が試みられた。EVの電気代、

また、年に1回のEVメンテナス費用は165戸全体で等

分負担している。このことは、EVが利用できない住宅

も負担していることになるが、これは、デンマークの賃

貸法の共同メンテナンスに関する条項(TheRent

Act)で定められていることによる。

7.2オランダ(写真7-4、7-5)

オランダでは10年以上前に、住宅実験を促進するS

EV注2)がEV設置の調査をしており、詳細な報告書を

まとめている。文1)

1982年設立のSEVは、資金の50%を政府から補助

を受けた、建築実験と建築技術の普及を目的とした組織

である。SEVは、時代に先がけた種々の企画で知られ

ているが、1987～1991年にかけて、「EVプログラム」

というEVの設置実験を行っている。

この期間、政府は先駆的なプロジェクトに対してEV

設置建築費の40～70%までの補助金を出している。この

結果、EV設置台数は増加するとともにコストの低減化

に成功し、EV価格は約40%の減少をみた。(表7-1)

表7-1年度別プロジェクト数、EVコスト、補助の割合

    プロジェクト数EV1基のコストdfl政府補助

    1988年920800040%

    1989年4016000057%

    1990年4012200070%

    1991年約40約12200070%

オランダでは、住宅改善に伴う家賃値上げを拒否する

権利がある。EV設置については、その拒否率は平均の

15%より高い。当然、家賃の上昇が少ないほど、拒否率

は低くなっている。

18のプロジェクトで、居住者1000人に対しインタビ

ュー調査がなされた。文1)その結果、1990年の調査で、

回答者の75%は50歳以上であった。彼らは、収入的に

は低所得層である。EV設置以前は、高齢者は1・2階

に集中していたが、設置後は3,4階にも高齢者の居住が

多く見られた。そして、居住者の88%は常時EVを利用

しており、75～80%が設置してよかったと答えている。

家賃上昇と比較しての満足度は2～4階の居住者の2/3

が満足している。EV設置による家賃上昇は、どの階も

一律上昇であるため、1,2階の満足度は低くなっている。

EVの効用に関する調査も行われた。1991年のもので

はあるが{参考になる点も多いのでここに挙げる。

①EV設置以前に転居を希望していた20%の住民の3

分の1がEV設置後転出を取り下げた。

②EV設置前は、居住者の半数が外部とのコミュニケー

ションは同階居住者に限られていた。EV設置後、20%

以上の居住者が訪問客や外出が増えたとしている。

写真7-4デンハーグ市

短鰭

離搬

,鱒

轡響i騰
騰趨
}灘轟麺轡
騨_'ノバ請
気妥〃
轍謝"

蕊撃 鑛_一

写真7-5アムステルダム市

7.3スウェーデン、ヘルシンボー市の住宅団地

(Jonkopingsgatan56A,Helsillborg〈写真7-6、7-7>)

ヘルシンボー市の人口は110,000人である。調査の対

象としたのは、ヘルシンボー市公営住宅会社

HelsinborgHEMが管理している住宅団地である。

HelsinborgHEMは、市内で11,000戸の住宅を管理し

ている。当該団地は、1950年代に市住宅供給公社によっ

て建設された住宅団地で、数年前にEVが設置された。

EVの設置は国の施策で、その設置には住民の50%以上

の合意が必要とされている。また、住民からの要望があ

ればEVの設置以外でもキッチン、バス、バルコニーな

どの改修も同時に行うことができるが、それは家賃の上

昇を伴うものとなる。EV設置工事は、幅250cmの階

段室を改修し、その中心部に4人乗りEVが取り付けら

れた。EVの設置スペースは、幅100cm、奥行き約200

cmである。階段の有効幅は、EV設置以前には120cm

であったが設置後は75cmにまで狭めている。

鷺無難
購鱗麟灘

写真7-6外観写真7-71階内部

このような既存階段の幅を狭めてEVを階段室に挿

入するタイプは、オランダでもみられた。1階玄関入口

に面してEVの乗降口があり、各階へは反対側の踊場か

らの乗降が可能となっている。また、EV内部は極めて

狭く、横幅は人間一人分程度の有効スペースである。
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ヨーロッパの事例をみると、シースルーEVが多いこ

とがわかる。その大きな理由として、EVのデザイン性

と防犯性があげられている。単に機能としてのEV設置

にとどまらず、既存の建物や地域景観との調和が重視さ

れている。また、専用のキーもしくは暗証番号をもつこ

とで、EVの利用は居住者に限定されている。しかも、

EV内部が外部から容易に視認できるようガラスで覆わ

れている。翻って、日本の公営住宅を勘案すれば、その

二っの点にあまり注意が注がれていないように見える。

8.EV保守費・電気代の負担とその割合

8.1EV保守費の負担とその割合

次に、EV設置に伴う保守費を誰が、どの程度負担し

ているかを調べた。(図8-1)保守費においては、管理主

体自身が100%負担していると回答した管理主体が37管

理主体(56.9%)となった。また、80%負担していると

答えた管理主体が1管理主体、50%～55%を負担してい

ると答えた管理主体は4管理主体、合わせて5管理主体

と全体の7.7%であった。また、2つの管理主体では、居

住者が100%負担している。またなかに、EVの法定点

検は管理主体負担とし、EVの日常的な消耗品などにっ

いては居住者負担としている管理主体もあった。さらに、

現地調査におけるヒアリングで、EV保守費を管理主体

と居住者でそれぞれ2分の1の負担とし、管理会社(公

社)、居住者とEV保守会社との三社契約をしているケー

スがあった。

以上から、各管理主体においてEV保守費の負担の内

容は様々で、それぞれの管理主体の裁量に委ねられてい

るといえるが、保守費すべてを管理主体が負担している

のが大半で、保守費のすべてを居住者負担としている管

理主体は極めて少数である。
%
%
5
1
3

56.9%

口管理主体が100%負担

國管理主体が50～
SO・/o未満

ロ管理主体が30～
50%未満

口住民が1000/o

図8-1保守費の負担とその割合

8.2電気代の負担先とその割合

EVの利用による電気代の負担先とその割合を調べ

た。電気代の負担にっいては、居住者の100%負担か管

理主体による100%負担とに分かれている。居住者によ

る100%負担が46管理主体(70.8%)で、ほとんどの管

理主体において電気代は居住者の100%負担としている。

ただ、電気代を100%負担している管理主体が2管理主

体あった。(図8-2)EV設置に伴う電気代の負担は基本

的に居住者の負担となっている。

26.2%

3.1%

70.8%

國管理主体が100%負
担

ロ無回答

図8-2電気代の負担と負担割合

EVの保守費・電気代は、今後EVの設置台数に伴っ

て増加する性質のものであり、しかもその額は毎年増加

することがあっても減少することは望めない。したがっ

て、それによる支出は今後管理主体の財政運営に少なか

らず影響を与えることが予想される。したがって、EV

の保守費や電気代については、基本的に居住者負担を勘

案した対策を検討する必要もあると考える。その場合、

問題となるのは、新築時においてすでにEVが設置され

ている公営住宅と新たにEVが設置された公営住宅との

関係である。実際、EV保守費について、新築時にEV

が設置されているが居住者負担としていない公営住宅に

おいて、改めて保守費の負担を居住者に理解を求める方

針であるとした管理主体もあった。

既存公営住宅への新たなEV設置によって生じる保

守費を居住者の負担とするならば、すでにEVが設置さ

れている既存の公営住宅においても居住者負担としなけ

れば公平性を欠くと思われる。しかしその場合、該当す

る居住者はなんら利便性の向上がないにもかかわらず新

たな費用負担のみが発生することになる。したがって、

居住者の合意形成にはかなりの困難が予想される。

9.上層階・低層階の家賃・共益費(管理費)について

9.1居住階による家賃・共益費の差について

EV設置を計画するにあたって、居住階の差異による

家賃・共益費の差を設けることの検討や計画をしたのか

について聞いた。「はい」と答えたのが4管理主体

(9.8%)、「いいえ」と答えたのが34管理主体(82.9%)

とほぼ全ての管理主体で家賃・共益費に差を設けること

を検討・計画していないことが分かった。(図9-1)

次に上下の居住階によって家賃・共益費の差を設ける

べきであるかを聞いた。「いいえ」と答えた管理主体が

45管理主体(81.8%)、「はい」が7管理主体(12.7%)

で、現状においては多くの管理主体が上層・低層階の居

住階によって家賃・共益費に差を設けるべきではないと

している。(図9-2)
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24膨

口はい

圏いいえ

口その他

1コ無回答

82.9%

図9-1家賃・共益費に差を設ける検討・計画の有無

ロはい

圏いい7し

口その他

口無回答

81.8%

図9-2居住階による家賃・共益費の差を設けるべきか

差を設けるべきとした理由でもっとも多いのが、「受

益者負担の観点から当然」で、差を設けるべきとした7

管理主体うち6管理主体であった。また、3管理主体は

差を設けることで低層階の居住者の同意が得やすいこと

をその理由としている。(複数回答)

次に、差を設けるべきではないとした管理主体にその

理由を聞いた。「今まで低層階、上層階で家賃・共益費の

差がなかったのだから、EV設置後も差がないのが当然」

が、26管理主体(382%)と最も多く見られ、次に「ど

のように差を設けるのかを決めることが困難」が15管

理主体(22.1%)であった。(図9-3)

ほとんどの管理主体は、居住階によって家賃・共益費

に差をつけるべきではないと考えているが、その根拠は

必ずしも明確であるとは言えないことがわかる。EV設

置を計画する際、家賃・共益費の差を設けることの検討

や計画をした管理主体がわずか9.8%であることを考慮

すると、管理主体で家賃・共益費にっいて、さほど議論

がなされていなかったであろうことが推察できる。

次に、差を設けるべきだと答えたほとんどの管理主体

が、EVの設置は上層階居住者の利便性を高めると判断

している。したがって、「受益者負担」の観点から当然差

を設けるべきであると考えている。上層階の居住者にと

って、EVは確かに設置前と比較してその利便性が向上

していることは明らかである。ただ、一般的に公営住宅

への入居時において、入居希望者の選択権はあまりない

のが実情である。身体障害者や高齢者などの場合は別と

して、たとえば居住者が入居する階を自ら選ぶことは基

本的に困難である。民間の分譲マンションや賃貸マンシ

ヨンにおいては、入居者がある程度その条件を納得した

上での入居となることに較べて、公営住宅の場合、その

選択肢が大きく制限されていると言える。したがって、

入居の際、入居する上層階への階段歩行に不安を感じな

がらも入居せざるを得なかった場合も充分予想される。

このことは、居住者にとってみれば本来利便性に劣る上

層階に入居していることになると考えられる。その意味

で、単純に「受益者負担」の観点から差を設けるべきで

あるとすることには疑問が残る。

階段室型住棟の上層階と低層階との利便性で、その他

の要因たとえば外部への眺望や防犯性能なども考慮する

必要があると思われる。しかし、それらが日常生活に直

接影響を与える階段歩行ほど大きな要因であるとは考え

づらい。また、公営住宅の入居者も高齢化が進み、入居

当初においてはそれほど苦とならなかった階段歩行が、

現在の日常生活に大きな障害となっていることも充分予

想される。
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図9-3居住階で家賃・共益費の差を設けるべきでない理由

以上から、8割を超える管理主体がEVを設置しても、

居住階による家賃・共益費の差を設けるべきではないと

している。しかし、居住階によって家賃・共益費の負担

に差が設けられている管理主体も1割強あった。

このことは、それぞれの管理主体の独自性が現れてい

るとの評価ができるが、基本的な部分における意見の相

違は、今後問題となる可能性がある。

管理主体の中には、平成8年度の家賃決定方式の変更

時に家賃を見直し、EV未設置の住棟の家賃においては

上層階の利便性係数が低層階のそれに劣るとの判断で、

上下階で異なる利便性係数を採用することで家賃に差を

設けていたが、これも一つの方法だとは考えられるもの

の、それが妥当かどうかの判断は困難である。この方式

を採用するとすれば、現在、EVが未設置の住棟で、上

下階の家賃差が設けられていなければ、あらためて家賃

に差を設ける必要がある。その場合、下階の家賃を上げ

るのか、それとも下階はそのままで上層階の家賃を下げ

一285一 住宅総合研究財団研究論文集No.31,2004年版



るのかといった問題も生じる。後者の場合、公営住宅の

家賃収入全体を押し下げることになる。また、下階の家

賃を上げることについては、居住者合意などが大きな障

害となることが予想される。

10.まとめ

住宅ストック活用が今後の住宅政策の大きな柱となる

ことは明らかである。その意味で、今後ストック時代に

対応したシステム作りが必要である。そのためにはスト

ック活用を踏まえた新たな建設技術の開発とともに、工

事完了後の円滑な維持管理・運営が大切な要素となる。

1)今後のEV設置については、全体の半数以上の管理

主体が階段室バリアフリー型EV設置に前向きな姿勢を

見せていた。管理主体が階段室バリアフリー型EV設置

を推進する大きな理由として、①完全なバリアフリー化

をはかることができる。②EVの設置台数を少なくする

ことで、EV保守費を抑えることができる。としている。

そして、今後は階段室バリアフリー型EV設置のコスト

削減が重要だと感じている。

2)平成14・15年度調査において、階段室型EVに積

極的な管理主体と、階段室バリアフリー型EVを進める

管理主体との2極化がみられたが、それは、大都市部の

管理主体と地方都市のそれとの2極化としてもあらわれ

た。大都市部の管理主体は階段室型EVの設置を積極的

に進めており、階段室バリアフリー型EVの設置事例は

現在までのところみられない。一方、地方都市でも階段

室型EVを採用している管理主体もあるが、階段室バリ

アフリー型EVは地方都市もしくは衛星都市で設置され

ていることがわかった。この理由として考えられるのは、

まず、地方都市は大都市とくらべて管理する住宅戸数が

少ないこともあり、階段室バリアフリー型EV設置に対

する工事予算の割り当てが比較的容易であること。つぎ

に、地方都市においては住民の情報など地域の実情を身

近に接する機会が多いことが考えられ、したがって、バ

リアフリー化への要望など住民の要望が直接に伝わりや

すいことがいえる。事実、住民の希望を聞きEVをスト

レッチャーが入るタイプに変更した管理主体もみられた。

3)公営住宅の改修においても、EV設置など生活の質

の向上に繋がる対応が目立ってきた。したがって今後、

このような工事における工事費や完成後の維持管理費な

どの負担者やその内容について慎重に検討する必要があ

る。まず、基本的な考え方として、新しく設けられた設

備等の工事費用負担は居住者の負担も視野に入れて検討

する必要があるのではないか。また、EV保守費や電気

代などの維持管理費は、管理主体の財政運営上からも居

住者の負担を検討することが望ましい。そうすることで

今後、公営住宅の改善が随時行われ、公営住宅の適正な

居住水準の維持・確保が図られると考える。

4)ただ、上層・下階階による家賃・共益費の差を設け

ることについては慎重な検討が必要である。EVを持た

ない住棟の上層階の居住者は、今まで不便を強いられて

きた。したがって、EVを設置することで低層階の居住

者と利便性が等しくなっただけとの判断ができ、家賃・

共益費をあげる理由はない。しかしその場合、EV未設

置の既存の階段室型住棟で上層・低層階において家賃の

差を設けていない場合が多いことから、その取扱いをど

のようにするかなど、解決すべき問題点は多い。

新築と異なり、既存の集合住宅ストック活用の重要な

条件として、既存住民の存在を考慮する必要がある。し

たがって、住宅ストックの活用は、単に建設コストや技

術の問題だけではなく住民合意という側面がある。その

意味で、今後改修後の家賃や共益費など取扱いについて、

より慎重な議論が求められているといえる。

<注>

1)EU諸国で統一されたEV設置基準

2)SEV(StuurgroepExperimentenVolkshuisvesting)の略
で、オランダの住宅省、環境省などと連携しながら住宅水
準の改善・向上などを目的として設立された。
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